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人権に関する県民意識調査報告書（調査結果の分析） 

 

１ 人権について 

（１）基本的人権に関する認知度 

 
 
 
 
図１－１ 基本的人権に関する認知度（広域生活圏別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的人権は侵すことのできない永久の権利として憲法で保障されていることを、「知っている」が

85.0％と８割を超えている。 

広域生活圏別に見ると、いずれの広域生活圏においても、「知っている」が８割を超え、周南地域では

90.5％と９割を超え高くなっている。 

 また、平成１９年６月に内閣府が実施した全国調査では、「知っている」が 77.8％で、本県の方が 7.2

ポイント高くなっている。 

問１ あなたは、基本的人権は侵すことのできない永久の権利として、憲法で保障されてい

ることを知っていますか。（✓は１つ） 

知
っ
て
い
る

知
ら
な
い
　

無
回
答
　
　　　　　　　　　

全  体　　　　　

岩国地域　　　　

柳井地域　　　　

周南地域　　　　

山口・防府地域　

宇部・小野田地域

下関地域　　　　

長門地域　　　　

萩地域　　　　　

地域無回答　　　

件数

85.0 1 3 .8 2 2 9 3

8 6 .4 1 2 .8  2 4 3

8 6 .1 1 2 .8  2 6 6

9 0 .5 9 .1  2 7 4

8 5 .1 1 2 .9  2 5 5

8 3 .2 1 6 .4  2 5 6

8 4 .7 1 4 .0  2 4 2

8 4 .7 1 4 .9  2 4 8

8 3 .5 1 5 .4  2 6 7

7 9 .8 1 6 .1  2 4 2

1.3 

2.0 

0.4 

1.1 

0.8 

1.1 

0.4 

1.2 

0.4 

4.1 
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図１－２ 基本的人権に関する認知度（性・年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的人権に関する認知度について年齢別に見ると、70 歳以上を除くすべての年齢で「知っている」

との回答が８割を超え、30～39 歳では 91.6％と９割を超え高くなっている。 

 

知
っ
て
い
る

知
ら
な
い
　

無
回
答
　
　　　　　　　

全  体　　　

男性　　　　

女性　　　　

性別無回答　

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上　

年齢無回答　

件数

85 .0 1 3 .8 2 2 9 3

8 8 .1 1 1 .4  9 3 8

8 2 .8 1 5 .6 1 2 6 0

8 3 .2 1 3 .7   9 5

8 5 .3 1 4 .7  1 9 0

9 1 .6 8 .0  2 7 5

8 9 .3 1 0 .4  2 8 0

8 8 .9 1 0 .7  4 5 0

8 4 .4 1 4 .4  4 3 7

7 7 .2 1 9 .7  5 6 9

8 2 .6 1 5 .2   9 2

1.1 

3.2 

0.4 

3.2 

1.7 

0.5 

1.3 

2.2 

0.4 

0.4 



 
- 7 - 

図１－３ 基本的人権に関する認知度（職業別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基本的人権に関する認知度について職業別に見ると、「知っている」との回答が、漁業者とその他を除

くすべての職業で８割を超えており、特に学校の教職員は 100.0％、その他の公務員では 96.6％と高く

なっている。 

 

知
っ
て
い
る

知
ら
な
い
　

無
回
答
　
　　　　　　　　　　

全  体　　　　　　

農林業者　　　　　

漁業者　　　　　　

経営者、自営業者　

企業等の勤め人　　

学校の教職員　　　

医療等の関係者　　

その他の公務員　　

他の専門職・自由業

臨時職、パート　　

主婦（夫）　　　　

学生　　　　　　　

その他　　　　　　

職業無回答　　　　

件数

85 .0 1 3 .8 2 2 9 3

8 4 .0 1 4 .1  1 5 6

7 9 .2 2 0 .8   2 4

8 8 .7 1 1 .3  1 3 3

8 9 .8 1 0 .0  4 1 0

1 0 0 .0   5 9

8 8 .9 1 1 .1  1 1 7

9 6 .6   5 8

9 0 .9 9 .1   3 3

8 8 .7 1 0 .0  2 2 1

8 5 .6 1 3 .4  3 7 4

9 0 .9 9 .1   3 3

7 5 .7 2 1 .9  5 7 1

8 1 .7 1 4 .4  1 0 4

0.2 

1.9 

1.3 

1.1 

1.4 

3.4 

2.5 

3.8 
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（２）関心のある基本的人権 

【問 1 で「1 知っている」を選んだ人のみ回答】 

 
 
 
図１－２－１ 関心のある基本的人権（広域生活圏別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８項目の基本的人権の中で、最も関心が高かったのは、「自由権（思想や学問の自由、信教の自由、言

論や結社の自由など）」で 73.0％、次いで「平等権（法の下の平等、男女両性の平等、選挙権の平等）」

（63.6％）、「生存権（健康で文化的な最低限度の生活を営む権利）」（58.2％）となっており、３項目と

問１-２ 憲法で保障されている基本的人権のうち、あなたが日常生活の中で、特に関心をも

っているものはどれですか。（✓は３つまで） 

全  体　　　　　

岩国地域　　　　

柳井地域　　　　

周南地域　　　　

山口・防府地域　

宇部・小野田地域

下関地域　　　　

長門地域　　　　

萩地域　　　　　

地域無回答　　　

自由権（思想や学問の
自由、信教の自由、言
論や結社の自由など）

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

7 3.0

7 2.9

7 2.1

7 0.2

7 6.0

7 3.2

7 9.0

7 2.4

7 1.3

7 1.0

平等権（法の下の平等
、男女両性の平等、選
挙権の平等）　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

6 3.6

6 0.0

6 5.5

6 5.7

5 9.4

6 5.3

6 9.3

6 1.0

6 3.2

6 2.7

生存権（健康で文化的
な最低限度の生活を営
む権利）　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

5 8.2

5 8.1

5 9.0

5 8.9

6 1.8

6 0.1

6 0.5

5 3.3

5 5.6

5 6.0

教育を受ける権利　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

2 9.1

2 6.2

2 6.2

3 1.9

3 1.8

2 1.6

2 4.9

3 4.8

2 8.7

3 6.3

全  体　　　　　

岩国地域　　　　

柳井地域　　　　

周南地域　　　　

山口・防府地域　

宇部・小野田地域

下関地域　　　　

長門地域　　　　

萩地域　　　　　

地域無回答　　　

政治に参加する権利（
選挙権、最高裁判所裁
判官の国民審査など）

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

1 3.8

1 3.8

1 4.8

9.7

1 3.8

1 4.6

1 0.2

1 3.3

1 7.9

1 6.6

仕事に就いて働く権利
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

1 2.0

1 1.0

1 2.2

1 0.1

1 0.6

1 5.0

1 1.2

1 3.8

1 3.5

1 0.9

働く人が、団結・団体
交渉・団体行動する権
利　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

6.3

1 0.5

5.2

6.0

5.1

8.5

7.8

3.8

4.9

5.2

裁判を受ける権利　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

3.1

3.8

1.7

2.8

2.8

2.8

2.4

2.9

4.5

4.1

全  体　　　　　

岩国地域　　　　

柳井地域　　　　

周南地域　　　　

山口・防府地域　

宇部・小野田地域

下関地域　　　　

長門地域　　　　

萩地域　　　　　

地域無回答　　　

その他　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

0.4

0.5

0.4

0.5

1.0

0.4

1.0

わからない　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

0.9

0.5

0.9

1.2

2.3

0.5

1.0

1.3

自由権（思想や学問の自
由、信教の自由、言論や
結社の自由など） 

平等権（法の下の平等、
男女両性の平等、選挙権
の平等）        

生存権（健康で文化的な
最低限度の生活を営む権
利）            

教育を受ける権利 

政治に参加する権利（選
挙権、最高裁判所裁判官
の国民審査など） 

仕事に就いて働く権利 働く人が、団結・団体交
渉・団体行動する権利    

裁判を受ける権利     

その他 わからない 

全体     （N=1,948）
岩国地域    （N=210）
柳井地域    （N=229）
周南地域    （N=248）
山口・防府地域 （N=217）
宇部・小野田地域（N=213）
下関地域    （N=205）
長門地域    （N=210）
萩地域     （N=223）
地域無回答   （N=193）
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も５割を超えている。 

また、広域生活圏別に見ると、いずれの広域生活圏においても、「自由権（思想や学問の自由、信教の

自由、言論や結社の自由など）」が７割を超えており、最も割合の高い項目となっている。「平等権（法

の下の平等、男女両性の平等、選挙権の平等）」では、山口・防府地域を除くすべての広域生活圏で６割

を超え、「生存権（健康で文化的な最低限度の生活を営む権利）」においてもすべての広域生活圏で５割

を超えている。 

 

図１－２－２ 関心のある基本的人権（性・年齢別） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 関心のある基本的人権について年齢別に見ると、「自由権（思想や学問の自由、信教の自由、言論や結

社の自由など）」では、60～69 歳（79.9％）、50～59 歳（78.3％）が約８割と高くなっている。「生存権

全  体　　　

男性　　　　

女性　　　　

性別無回答　

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上　

年齢無回答　

自由権（思想や学問の
自由、信教の自由、言
論や結社の自由など）

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

7 3.0

7 6.3

7 0.4

7 4.7

6 3.6

6 3.9

6 8.0

7 8.3

7 9.9

7 3.6

7 6.3

平等権（法の下の平等
、男女両性の平等、選
挙権の平等）　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

6 3.6

6 2.6

6 4.8

5 8.2

5 7.4

6 2.3

6 0.8

6 5.8

6 8.8

6 2.4

6 0.5

生存権（健康で文化的
な最低限度の生活を営
む権利）　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

5 8.2

5 7.1

5 9.3

5 4.4

4 6.3

5 9.1

5 4.0

5 9.5

5 8.8

6 3.1

5 5.3

教育を受ける権利　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

2 9.1

2 6.4

3 0.6

3 8.0

3 0.2

3 6.1

3 4.0

3 0.8

2 2.8

2 4.6

3 5.5

全  体　　　

男性　　　　

女性　　　　

性別無回答　

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上　

年齢無回答　

政治に参加する権利（
選挙権、最高裁判所裁
判官の国民審査など）

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

1 3.8

1 4.9

1 2.8

1 6.5

9.9

7.5

1 0.0

8.5

1 7.3

2 2.6

1 5.8

仕事に就いて働く権利
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

1 2.0

1 1.7

1 2.0

1 5.2

1 4.2

1 3.1

1 4.0

1 2.8

1 0.0

1 0.0

1 4.5

働く人が、団結・団体
交渉・団体行動する権
利　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

6.3

9.3

4.1

3.8

1 0.5

8.3

5.2

5.3

6.0

5.9

3.9

裁判を受ける権利　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

3.1

3.5

2.6

5.1

1.9

1.2

4.0

1.8

4.1

4.3

3.9

全  体　　　

男性　　　　

女性　　　　

性別無回答　

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上　

年齢無回答　

その他　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

0.4

0.4

0.4

1.3

1.2

0.8

0.7

1.3

わからない　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

0.9

0.7

1.0

1.3

3.1

2.0

0.8

0.5

0.2

1.3

全体      （N=1,948）
男性      （N=826）
女性     （N=1,043）
性別無回答     （N=79）
20～29 歳    （N=162）
30～39 歳     （N=252）
40～49 歳    （N=250）
50～59 歳    （N=400）
60～69 歳    （N=396）
70 歳以上    （N=439）
年齢無回答    （N=76）

自由権（思想や学問の自
由、信教の自由、言論や
結社の自由など） 

平等権（法の下の平等、
男女両性の平等、選挙権
の平等）        

生存権（健康で文化的な
最低限度の生活を営む権
利）            

教育を受ける権利 

政治に参加する権利（選
挙権、最高裁判所裁判官
の国民審査など） 

仕事に就いて働く権利 働く人が、団結・団体交
渉・団体行動する権利    

裁判を受ける権利     

その他 わからない 



 
- 10 -

（健康で文化的な最低限度の生活を営む権利）」では、70 歳以上が６割を超えている。また、「政治に参

加する権利（選挙権、最高裁判所裁判官の国民審査など）」においても、70 歳以上で 22.6％と２割を超

え、他の年齢に比べ高くなっている。 

 

 

図１－２－３ 関心のある基本的人権（職業別） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全  体　　　　　　

農林業者　　　　　

漁業者　　　　　　

経営者、自営業者　

企業等の勤め人　　

学校の教職員　　　

医療等の関係者　　

その他の公務員　　

他の専門職・自由業

臨時職、パート　　

主婦（夫）　　　　

学生　　　　　　　

その他　　　　　　

職業無回答　　　　

自由権（思想や学問の
自由、信教の自由、言
論や結社の自由など）

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

7 3.0

7 2.5

6 8.4

7 4.6

7 0.4

6 9.5

6 6.3

7 3.2

8 3.3

7 5.0

7 2.5

7 3.3

7 6.4

7 1.8

平等権（法の下の平等
、男女両性の平等、選
挙権の平等）　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

6 3.6

6 3.4

7 3.7

5 9.3

6 1.7

6 2.7

5 3.8

7 3.2

6 3.3

6 3.8

7 1.6

4 3.3

6 3.9

5 7.6

生存権（健康で文化的
な最低限度の生活を営
む権利）　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

5 8.2

6 0.3

4 7.4

5 5.1

5 2.2

6 1.0

6 4.4

5 1.8

6 0.0

5 8.2

6 0.6

3 3.3

6 3.9

5 1.8

教育を受ける権利　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

2 9.1

2 5.2

2 6.3

3 1.4

2 8.8

4 4.1

2 9.8

1 7.9

2 3.3

3 3.2

3 1.3

3 0.0

2 5.2

3 4.1

全  体　　　　　　

農林業者　　　　　

漁業者　　　　　　

経営者、自営業者　

企業等の勤め人　　

学校の教職員　　　

医療等の関係者　　

その他の公務員　　

他の専門職・自由業

臨時職、パート　　

主婦（夫）　　　　

学生　　　　　　　

その他　　　　　　

職業無回答　　　　

政治に参加する権利（
選挙権、最高裁判所裁
判官の国民審査など）

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

1 3.8

1 9.8

3 1.6

1 3.6

1 2.0

8.5

1 2.5

1 2.5

1 3.3

7.7

1 3.8

1 0.0

1 6.7

1 6.5

仕事に就いて働く権利
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

1 2.0

1 3.0

1 1.0

1 6.3

1 5.3

1 7.3

5.4

3.3

1 2.8

9.7

1 0.0

9.3

1 6.5

働く人が、団結・団体
交渉・団体行動する権
利　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

6.3

7.6

5.3

3.4

8.2

5.1

7.7

2 6.8

3.3

4.6

2.2

6.7

6.7

4.7

裁判を受ける権利　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

3.1

2.3

5.3

0.8

2.4

3.4

2.9

7.1

3.1

2.2

4.6

4.7

全  体　　　　　　

農林業者　　　　　

漁業者　　　　　　

経営者、自営業者　

企業等の勤め人　　

学校の教職員　　　

医療等の関係者　　

その他の公務員　　

他の専門職・自由業

臨時職、パート　　

主婦（夫）　　　　

学生　　　　　　　

その他　　　　　　

職業無回答　　　　

その他　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

0.4

2.3

0.3

1.0

0.5

1.2

わからない　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

0.9

0.8

1.7

1.9

1.8

1.0

6.7

0.2

1.2

自由権（思想や学問の自
由、信教の自由、言論や
結社の自由など） 

平等権（法の下の平等、
男女両性の平等、選挙権
の平等）       

生存権（健康で文化的な
最低限度の生活を営む権
利）            

教育を受ける権利 

政治に参加する権利（選
挙権、最高裁判所裁判官
の国民審査など） 

その他 わからない 

仕事に就いて働く権利 働く人が、団結・団体交
渉・団体行動する権利    

裁判を受ける権利     

全体        （N=1,948）
農林業者      （N=131）
漁業者        （N=19）
経営者・自営業者  （N=118）
企業等の勤め人   （N=368）
学校の教職員     （N=59）
医療等の関係者   （N=104）
その他の公務員    （N=56）
他の専門職 

・自由業   （N=30）
臨時職、パート   （N=196）
主婦（夫）     （N=320）
学生         （N=30）
その他       （N=432）
職業無回答         （N=85）
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 関心のある基本的人権について職業別に見ると、「自由権（思想や学問の自由、信教の自由、言論や結

社の自由など）」が、漁業者を除くすべての職業で、最も高い割合の項目となっており、他の専門職・自

由業では 83.3％と８割を超えている。「平等権（法の下の平等、男女両性の平等、選挙権の平等）」では、

学生が 43.3％と他の職業に比べて低く、最も高い割合の漁業者（73.7％）と比べると、30.4 ポイントの

差が見られる。「教育を受ける権利」では学校の教職員（44.1％）、「政治に参加する権利（選挙権、最高

裁判所裁判官の国民審査など）」では漁業者（31.6％）、「働く人が、団結・団体交渉・団体行動する権利」

ではその他の公務員（26.8％）が他の職業に比べ高くなっている。 

 
 
（３）山口県人権推進指針の周知度 

 
 
 
 
 

 

図２－１ 山口県人権推進指針の周知度（広域生活圏別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 山口県人権推進指針を「知っている」と回答した人は 19.4％で２割に満たない。 

また、広域生活圏別に見ても、すべての広域生活圏において、「知らない」が７割を超え、周知度が低

い傾向にある。 

「知っている」が２割を超えているのは、柳井地域（25.6％）、萩地域（21.0％）、山口・防府地域（20.8％）、

長門地域（20.6％）となっており、周知度が最も高い柳井地域（25.6％）と最も低い下関地域（13.6％）

では 12.0 ポイントの差が見られる。 

知
っ
て
い
る

知
ら
な
い
　

無
回
答
　
　　　　　　　　　

全  体　　　　　

岩国地域　　　　

柳井地域　　　　

周南地域　　　　

山口・防府地域　

宇部・小野田地域

下関地域　　　　

長門地域　　　　

萩地域　　　　　

地域無回答　　　

件数

19 .4 7 5 .6 5 .0 2 2 9 3

1 8 .5 7 6 .5 4 .9  2 4 3

2 5 .6 7 0 .7  2 6 6

1 7 .9 7 9 .6  2 7 4

2 0 .8 7 6 .5  2 5 5

1 5 .6 8 0 .1 4 .3  2 5 6

1 3 .6 7 8 .1 8 .3  2 4 2

2 0 .6 7 4 .6 4 .8  2 4 8

2 1 .0 7 4 .5 4 .5  2 6 7

2 0 .2 6 9 .8 9 .9  2 4 2

2.6 

3.8

2.7 

問２ 山口県では、幅広い人権課題への対応や、より一層の人権尊重を踏まえた行政の推進

など、人権に関する総合的な取組を推進するため、平成１４年（２００２年）３月に「山

口県人権推進指針」を策定し、これに基づき人権諸施策を推進していますが、あなたは

この「山口県人権推進指針」を知っていますか。（✓は１つ） 
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図２－２ 山口県人権推進指針の周知度（性・年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県人権推進指針の周知度について年齢別に見ると、年齢が高くなるにつれ、「知っている」の割合

が高くなる傾向が見られ、70 歳以上（26.7％）、60～69 歳（24.7％）で２割を超えている。 

また、周知度の最も高い 70 歳以上と最も低い 20～29 歳（7.3％）を比べると 18.8 ポイントの差が見

られる。 

 

知
っ
て
い
る

知
ら
な
い
　

無
回
答
　
　　　　　　　

全  体　　　

男性　　　　

女性　　　　

性別無回答　

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上　

年齢無回答　

件数

19.4 7 5 .6 5 .0 2 2 9 3

1 8 .8 7 6 .4 4 .8  9 3 8

1 9 .4 7 5 .7 4 .8 1 2 6 0

2 4 .2 6 6 .3 9 .5   9 5

7 .9 9 0 .5  1 9 0

8 .7 8 7 .3  2 7 5

1 2 .9 8 5 .4  2 8 0

1 9 .6 7 4 .9 5 .6  4 5 0

2 4 .7 7 0 .3 5 .0  4 3 7

2 6 .7 6 6 .3 7 .0  5 6 9

2 2 .8 6 7 .4 9 .8   9 2

1.6 

4.0 

1.8 
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図２－３ 山口県人権推進指針の周知度（職業別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 山口県人権推進指針の周知度について職業別に見ると、「知っている」が、学校の教職員で 54.2％と５

割、農林業者で 32.1％と３割を超え高い割合となっているのに対し、学生では 6.1％と１割に満たない。 

 

知
っ
て
い
る

知
ら
な
い
　

無
回
答
　
　　　　　　　　　　

全  体　　　　　　

農林業者　　　　　

漁業者　　　　　　

経営者、自営業者　

企業等の勤め人　　

学校の教職員　　　

医療等の関係者　　

その他の公務員　　

他の専門職・自由業

臨時職、パート　　

主婦（夫）　　　　

学生　　　　　　　

その他　　　　　　

職業無回答　　　　

件数

19 .4 7 5 .6 5 .0 2 2 9 3

3 2 .1 6 2 .2 5 .8  1 5 6

2 5 .0 7 5 .0   2 4

1 5 .0 8 2 .0  1 3 3

1 0 .0 8 4 .1 5 .9  4 1 0

5 4 .2 4 0 .7 5 .1   5 9

1 7 .1 7 8 .6  1 1 7

2 7 .6 6 9 .0   5 8

2 7 .3 6 6 .7 6 .1   3 3

1 1 .8 8 4 .2  2 2 1

2 0 .3 7 5 .7  3 7 4

6 .1 9 3 .9   3 3

2 1 .5 7 3 .4 5 .1  5 7 1

2 2 .1 6 5 .4 1 2 .5  1 0 4

4.1 

3.4 

4.3 

3.0 

4.0 
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（４）山口県人権推進指針を知ったきっかけ 

【問２で「1 知っている」を選んだ人のみ回答】 

 
 
 

図２－１－１ 山口県人権推進指針を知ったきっかけ（広域生活圏別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 山口県人権推進指針を知ったきっかけは、「県・市の広報紙」が 73.0％と７割を超えている。 

また、広域生活圏別に見ると、いずれの広域生活圏においても、「県・市町の広報紙」との回答が高く、 

宇部・小野田地域では 85.0％と８割を超えている。 

「研修会・講習会」では、山口・防府地域（34.0％）、岩国地域（33.3％）、周南地域（30.6％）で３

割を超えている。「人権に関するイベント（人権フェスティバル等）」では下関地域（33.3％）、「県・市

町のホームページ」では下関地域（21.2％）が他の広域生活圏に比べ高くなっている。 

 

（1） あなたが、山口県人権推進指針を知ったきっかけは何からですか。（✓はいくつでも）

全  体　　　　　

岩国地域　　　　

柳井地域　　　　

周南地域　　　　

山口・防府地域　

宇部・小野田地域

下関地域　　　　

長門地域　　　　

萩地域　　　　　

地域無回答　　　

県・市町の広報紙　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

7 3.0

7 3.3

6 9.1

7 3.5

6 9.8

8 5.0

7 2.7

6 6.7

6 7.9

8 3.7

研修会・講習会　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

2 7.5

3 3.3

2 7.9

3 0.6

3 4.0

2 2.5

2 7.3

2 3.5

2 3.2

2 4.5

人権に関するイベント
（人権フェスティバル
等）　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

2 5.2

2 2.2

1 7.6

2 6.5

2 6.4

2 2.5

3 3.3

2 9.4

2 5.0

2 8.6

県・市町のホームペー
ジ　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

1 2.8

4.4

1 0.3

1 0.2

1 3.2

1 7.5

2 1.2

1 1.8

1 9.6

1 0.2

全  体　　　　　

岩国地域　　　　

柳井地域　　　　

周南地域　　　　

山口・防府地域　

宇部・小野田地域

下関地域　　　　

長門地域　　　　

萩地域　　　　　

地域無回答　　　

その他　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

4.5

4.4

2.9

8.2

1.9

3.0

9.8

8.9

県・市町の広報紙     研修会・講習会       人権に関するイベント 
（人権フェスティバル等） 

県・市町のホームページ   

その他 

全体       （N=444）
岩国地域     （N=45）
柳井地域     （N=68）
周南地域     （N=49）
山口・防府地域  （N=53）
宇部・小野田地域 （N=40）
下関地域     （N=33）
長門地域     （N=51）
萩地域      （N=56）
地域無回答    （N=49）
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図２－１－２ 山口県人権推進指針を知ったきっかけ（性・年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県人権推進指針を知ったきっかけについて年齢別に見ると、いずれの年齢においても、「県・市町

の広報紙」が最も割合の高い項目となっており 70 歳以上（78.9％）、60～69 歳（78.7％）では約８割と

なっている。 

「研修会・講習会」では、30～39 歳（33.3％）、50～59 歳（31.8％）で３割を超えている。「人権に関

するイベント（人権フェスティバル等）」では、70 歳以上（34.2％）が他の年齢に比べ高くなっている。 

 

全  体　　　

男性　　　　

女性　　　　

性別無回答　

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上　

年齢無回答　

県・市町の広報紙　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

7 3.0

7 2.2

7 2.2

8 7.0

5 3.3

5 4.2

5 5.6

6 8.2

7 8.7

7 8.9

8 5.7

研修会・講習会　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

2 7.5

2 6.1

2 7.3

3 9.1

2 6.7

3 3.3

2 2.2

3 1.8

2 8.7

2 2.4

4 2.9

人権に関するイベント
（人権フェスティバル
等）　　　　　　　　

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

2 5.2

2 0.5

2 9.4

1 7.4

1 3.3

1 2.5

2 7.8

1 9.3

2 2.2

3 4.2

1 9.0

県・市町のホームペー
ジ　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

1 2.8

1 3.6

1 1.0

2 6.1

2 0.0

1 2.5

8.3

1 2.5

7.4

1 5.8

2 3.8

全  体　　　

男性　　　　

女性　　　　

性別無回答　

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上　

年齢無回答　

その他　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

4.5

4.5

4.9

1 3.3

8.3

1 1.1

3.4

2.8

3.9

全体       （N=444）
男性     （N=176）
女性      （N=245）
性別無回答    （N=23）
20～29 歳   （N=15）
30～39歳     （N=24）
40～49歳    （N=36）
50～59歳    （N=88）
60～69 歳   （N=108）
70 歳以上   （N=152）
年齢無回答    （N=21）

県・市町の広報紙     研修会・講習会       人権に関するイベント 
（人権フェスティバル等） 

県・市町のホームページ   

その他 
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図２－１－３ 山口県人権推進指針を知ったきっかけ（職業別） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 山口県人権推進指針を知ったきっかけについて職業別に見ると、「県・市町の広報紙」との回答が最も

高い職業がほとんどであるのに対し、学校の教職員とその他の公務員は「研修会・講習会」が最も高い

項目となっており、６割を超えている。 

学生では、「人権に関するイベント（人権フェスティバル等）」、「県・市町のホームページ」との回答

が他の職業に比べ高くなっている。 

 

 

全  体　　　　　　

農林業者　　　　　

漁業者　　　　　　

経営者、自営業者　

企業等の勤め人　　

学校の教職員　　　

医療等の関係者　　

その他の公務員　　

他の専門職・自由業

臨時職、パート　　

主婦（夫）　　　　

学生　　　　　　　

その他　　　　　　

職業無回答　　　　

県・市町の広報紙　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

7 3.0

7 8.0

6 6.7

8 0.0

7 5.6

3 1.3

6 5.0

5 6.3

7 7.8

6 9.2

7 8.9

1 0 0.0

7 8.0

8 2.6

研修会・講習会　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0 1 0 0

2 7.5

2 0.0

2 0.0

9.8

6 2.5

4 0.0

6 2.5

2 2.2

1 9.2

2 5.0

2 5.2

3 9.1

人権に関するイベント
（人権フェスティバル
等）　　　　　　　　

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

2 5.2

2 4.0

1 6.7

5.0

2 2.0

1 5.6

3 0.0

2 5.0

2 2.2

1 5.4

3 5.5

5 0.0

2 9.3

1 7.4

県・市町のホームペー
ジ　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

1 2.8

2 0.0

1 0.0

9.8

3.1

2 0.0

3 7.5

1 1.1

9.2

5 0.0

1 2.2

2 6.1

全  体　　　　　　

農林業者　　　　　

漁業者　　　　　　

経営者、自営業者　

企業等の勤め人　　

学校の教職員　　　

医療等の関係者　　

その他の公務員　　

他の専門職・自由業

臨時職、パート　　

主婦（夫）　　　　

学生　　　　　　　

その他　　　　　　

職業無回答　　　　

その他　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

4.5

2.4

1 2.5

2 5.0

1 1.1

7.7

2.6

4.9

県・市町の広報紙     研修会・講習会       人権に関するイベント 
（人権フェスティバル等） 

県・市町のホームページ   

その他 

全体         （N=444）
農林業者      （N=50）
漁業者        （N=6）
経営者・自営業者  （N=20）
企業等の勤め人   （N=41）
学校の教職員    （N=32）
医療等の関係者   （N=20）
その他の公務員   （N=16）
他の専門職 

・自由業   （N=9）
臨時職、パート   （N=26）
主婦（夫）     （N=76）
学生         （N=2）
その他       （N=123）
職業無回答    （N=23）



 
- 17 -

（５）山口県人権推進指針の内容に対する感想 

 
 
 
 
図２－２－１ 山口県人権推進指針の内容に対する感想（広域生活圏別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 山口県人権推進指針の内容について、「共感できる」が 41.0％、「わかりやすい」が 14.6％で、両回答

を合わせると５割を超える者が理解を示している。 

また、広域生活圏別に見ると、いずれの広域生活圏においても、「共感できる」との回答が高く、山口・

防府地域（49.1％）で最も高くなっている。 

「わかりやすい」と「共感できる」を合わせた割合が最も高い周南地域（61.2％）と最も低い宇部・

小野田地域（50.0％）では 11.2 ポイントの差が見られる。 

 また、「むずかしくてわかりにくい」では長門地域（25.5％）、「もっと内容を充実すべき」では宇部・

小野田地域（30.0％）が他の広域生活圏に比べ高くなっている。 

 

（2） 山口県人権推進指針について、どのように思いましたか。（✓は１つ） 

わ
か
り
や
す
い

　
　
　
　
　
　

共
感
で
き
る
　

　
　
　
　
　
　

む
ず
か
し
く
て

わ
か
り
に
く
い

も
っ
と
内
容
を

充
実
す
べ
き
　

そ
の
他
　
　
　

　
　
　
　
　
　

無
回
答
　
　
　

　
　
　
　
　
　　　　　　　　　

全  体　　　　　

岩国地域　　　　

柳井地域　　　　

周南地域　　　　

山口・防府地域　

宇部・小野田地域

下関地域　　　　

長門地域　　　　

萩地域　　　　　

地域無回答　　　

件数

14.6 4 1 .0 1 7 .8 1 9 .6 6 .1 4 4 4

1 3 .3 4 2 .2 1 5 .6 2 2 .2 6 .7  4 5

1 6 .2 3 9 .7 1 6 .2 2 3 .5 4 .4  6 8

2 2 .4 3 8 .8 1 4 .3 1 6 .3 8 .2  4 9

7 .5 4 9 .1 2 0 .8 1 1 .3 9 .4  5 3

1 7 .5 3 2 .5 1 7 .5 3 0 .0  4 0

1 5 .2 4 2 .4 1 5 .2 1 8 .2 6 .1  3 3

1 5 .7 3 5 .3 2 5 .5 1 1 .8 9 .8  5 1

8 .9 4 6 .4 1 9 .6 2 1 .4  5 6

1 6 .3 4 0 .8 1 4 .3 2 2 .4  4 9

3.6 

2.0 

3.0 

2.5 

1.9 

0.9 

2.0 
4.1 
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図２－２－２ 山口県人権推進指針の内容に対する感想（性・年齢別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 山口県人権推進指針の内容に対する感想について年齢別に見ると、「わかりやすい」と「共感できる」

を合わせた回答では、30～39 歳（70.8％）が７割を超え高くなっている。反対に「むずかしくてわかり

にくい」では 40～49 歳（33.3％）が３割を超えている。「もっと内容を充実すべき」では 20～29 歳（33.3％）

が他の年齢に比べ高い割合となっている。 
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無
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答
　
　
　

　
　
　
　
　
　　　　　　　

全  体　　　

男性　　　　

女性　　　　

性別無回答　

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上　

年齢無回答　

件数

14 .6 4 1 .0 1 7 .8 1 9 .6 6 .1 4 4 4

1 1 .9 4 7 .2 1 5 .9 1 8 .2 5 .7 1 7 6

1 5 .9 3 6 .3 1 8 .8 2 1 .2 6 .9 2 4 5

2 1 .7 4 3 .5 2 1 .7 1 3 .0  2 3

1 3 .3 2 6 .7 1 3 .3 3 3 .3 6 .7 6 .7  1 5

4 5 .8 2 5 .0 2 0 .8  2 4

1 1 .1 4 1 .7 3 3 .3 1 1 .1  3 6

1 1 .4 4 0 .9 1 2 .5 2 8 .4 5 .7  8 8

1 3 .9 3 9 .8 1 9 .4 1 8 .5 8 .3 1 0 8

1 2 .5 4 4 .7 1 5 .8 1 9 .1 7 .2 1 5 2

1 9 .0 4 7 .6 1 9 .0 1 4 .3  2 1
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0.9 
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4.2 
4.2 
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図２－２－３ 山口県人権推進指針の内容に対する感想について（職業別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

山口県人権推進指針の内容に対する感想について職業別に見ると、「わかりやすい」と「共感できる」

を合わせた割合が、その他の公務員で 93.8％と９割を超え、次いで、学校の教職員で 78.1％と約８割と

なっている。 

「むずかしくてわかりにくい」では漁業者（33.3％）、「もっと内容を充実すべき」は臨時職、パート

（42.3％）が他の職業に比べ高くなっている。 
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全  体　　　　　　

農林業者　　　　　

漁業者　　　　　　

経営者、自営業者　

企業等の勤め人　　

学校の教職員　　　

医療等の関係者　　

その他の公務員　　

他の専門職・自由業

臨時職、パート　　

主婦（夫）　　　　

学生　　　　　　　

その他　　　　　　

職業無回答　　　　

件数

14.6 4 1 .0 1 7 .8 1 9 .6 6 .1 4 4 4

6 .0 4 2 .0 1 6 .0 2 8 .0 6 .0  5 0

3 3 .3 1 6 .7 3 3 .3 1 6 .7   6

4 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 1 0 .0  2 0

1 2 .2 4 1 .5 2 2 .0 2 2 .0  4 1

2 8 .1 5 0 .0 1 2 .5  3 2

2 5 .0 4 0 .0 1 5 .0 1 5 .0 5 .0  2 0

1 2 .5 8 1 .3 6 .3  1 6

4 4 .4 1 1 .1 1 1 .1 2 2 .2 1 1 .1   9

7 .7 2 3 .1 1 5 .4 4 2 .3 1 1 .5  2 6

1 5 .8 3 9 .5 1 4 .5 2 3 .7 6 .6  7 6

5 0 .0 5 0 .0   2

1 3 .0 3 9 .8 2 2 .0 1 6 .3 7 .3 1 2 3

1 7 .4 4 7 .8 2 1 .7 1 3 .0  2 3

1.6 

3.1 
3.1 

3.1 

2.4 

0.9 

2.0 
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（６）山口県における人権尊重意識の定着状況 

 
 
 

 

図３－１ 山口県における人権尊重意識の定着状況（広域生活圏別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今の山口県は、人権が尊重された県になっていると思うかという質問に対し、「どちらともいえない」

（42.2％）が「そう思う」（18.1％）を大きく上回り、４割を超えている。 

また、広域生活圏別に見ると、いずれの広域生活圏においても、「どちらともいえない」との回答が最

も高くなっている。 

「そう思う」では周南地域（23.7％）、柳井地域（21.1％）、「そうは思わない」では岩国地域（18.5％）

が他の広域生活圏に比べ高くなっている。 

 

問３ 今の山口県は、人権が尊重された県になっていると思いますか。あなたの気持ちに一

番近いものをお答えください。（✓は１つ） 
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全  体　　　　　

岩国地域　　　　

柳井地域　　　　

周南地域　　　　

山口・防府地域　

宇部・小野田地域

下関地域　　　　

長門地域　　　　

萩地域　　　　　

地域無回答　　　

件数

18 .1 4 2 .2 1 2 .6 2 5 .3 2 2 9 3

1 4 .4 4 4 .4 1 8 .5 2 0 .6  2 4 3

2 1 .1 4 1 .0 1 1 .7 2 4 .4  2 6 6

2 3 .7 4 0 .1 1 2 .4 2 2 .6  2 7 4

1 8 .4 4 4 .3 1 2 .2 2 3 .5  2 5 5

1 6 .0 4 4 .1 1 0 .9 2 8 .5  2 5 6

1 5 .7 4 3 .0 1 4 .5 2 6 .0  2 4 2

1 7 .7 3 9 .9 1 0 .9 2 9 .0  2 4 8

1 8 .0 4 4 .6 1 0 .5 2 5 .1  2 6 7

1 6 .5 3 8 .0 1 2 .8 2 8 .5  2 4 2
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1.1 

1.6 
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図３－２  山口県における人権尊重意識の定着状況（性・年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 山口県における人権尊重意識の定着状況について年齢別に見ると、いずれの年齢においても、「どちら

ともいえない」が最も高くなっている。 

「そう思う」では、70 歳以上（25.0％）、60～69 歳（20.8％）が２割を超えている。 
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全  体　　　

男性　　　　

女性　　　　

性別無回答　

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上　

年齢無回答　

件数

18 .1 4 2 .2 1 2 .6 2 5 .3 2 2 9 3

2 1 .6 4 1 .0 1 3 .8 2 1 .9  9 3 8

1 5 .8 4 2 .6 1 1 .7 2 8 .1 1 2 6 0

1 2 .6 4 7 .4 1 3 .7 2 3 .2   9 5

1 3 .2 4 2 .1 1 6 .8 2 7 .9  1 9 0

1 2 .7 4 8 .0 1 6 .0 2 2 .2  2 7 5

1 1 .1 4 9 .6 1 4 .3 2 4 .6  2 8 0

1 7 .6 4 4 .4 1 4 .4 2 2 .7  4 5 0

2 0 .8 4 1 .0 9 .2 2 7 .0  4 3 7

2 5 .0 3 4 .1 9 .8 2 7 .4  5 6 9

1 2 .0 4 6 .7 1 4 .1 2 3 .9   9 2
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図３－３  山口県における人権尊重意識の定着状況（職業別） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 山口県における人権尊重意識の定着状況について職業別に見ると、「そう思う」が漁業者（29.2％）、

農林業者（24.4％）、その他の公務員（24.1％）、他の専門職・自由業（21.2％）、その他（20.3％）で２

割を超えているのに対し、学生では 6.1％と１割に満たない。 

「そうは思わない」では医療等の関係者（20.5％）が２割を超え、他の職業に比べ高くなっている。 
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全  体　　　　　　

農林業者　　　　　

漁業者　　　　　　

経営者、自営業者　

企業等の勤め人　　

学校の教職員　　　

医療等の関係者　　

その他の公務員　　

他の専門職・自由業

臨時職、パート　　

主婦（夫）　　　　

学生　　　　　　　

その他　　　　　　

職業無回答　　　　

件数

18 .1 4 2 .2 1 2 .6 2 5 .3 2 2 9 3

2 4 .4 3 4 .0 9 .6 2 6 .9 5 .1  1 5 6

2 9 .2 5 4 .2 1 2 .5   2 4

1 9 .5 4 2 .1 1 9 .5 1 8 .8  1 3 3

1 7 .3 4 3 .2 1 3 .7 2 5 .1  4 1 0

1 8 .6 5 2 .5 8 .5 2 0 .3   5 9

1 3 .7 4 7 .9 2 0 .5 1 6 .2  1 1 7

2 4 .1 4 6 .6 1 5 .5 1 0 .3   5 8

2 1 .2 4 2 .4 6 .1 3 0 .3   3 3

1 2 .2 4 3 .9 1 4 .5 2 8 .1  2 2 1

1 7 .1 4 6 .3 9 .4 2 5 .9  3 7 4

6 .1 6 0 .6 1 2 .1 2 1 .2   3 3

2 0 .3 3 5 .6 1 1 .6 2 9 .9  5 7 1

1 4 .4 4 5 .2 1 4 .4 2 3 .1  1 0 4
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1.3 

2.6 

1.7 

0.7 

1.8 

4.2 
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（７）人権を侵害された経験 

 
 
 

 

図４－１ 人権を侵害された経験（広域生活圏別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人権侵害の経験では、「ない」と回答した人が 58.5％と５割を超え、「ある」（21.2％）を大きく上回っ

ている。 

また、広域生活圏別に見ると、いずれの広域生活圏においても、「ない」が５割を超え、周南地域では

67.5％と約７割となっている。 

「ある」との回答は、周南地域と宇部・小野田地域を除く地域で２割を超え、最も高い割合の山口・

防府地域（28.2％）と最も低い周南地域（13.9％）では 14.3 ポイントの差が見られる。 

また、「わからない」がすべての広域生活圏で２割前後となっている。 

 

 

 

問４ あなたは、今までに、ご自分の人権が侵害されたと思ったことがありますか。 

（✓は１つ）

あ
る
　
　
　

な
い
　
　
　

わ
か
ら
な
い

無
回
答
　
　　　　　　　　　

全  体　　　　　

岩国地域　　　　

柳井地域　　　　

周南地域　　　　

山口・防府地域　

宇部・小野田地域

下関地域　　　　

長門地域　　　　

萩地域　　　　　

地域無回答　　　

件数

21.2 5 8 .5 1 9 .0 2 2 9 3

2 3 .0 5 4 .7 2 1 .4  2 4 3

2 4 .1 5 4 .5 1 9 .5  2 6 6

1 3 .9 6 7 .5 1 7 .9  2 7 4

2 8 .2 5 6 .5 1 4 .5  2 5 5

1 8 .4 6 0 .9 2 0 .3  2 5 6

2 2 .3 6 0 .7 1 6 .1  2 4 2

2 1 .8 5 2 .0 2 3 .8  2 4 8

2 0 .6 5 8 .1 1 9 .9  2 6 7

1 9 .0 6 0 .7 1 7 .8  2 4 2

0.4 

0.8 

2.4 

1.5 

1.3 

0.8 

1.9 

0.7 

0.8 

2.5 
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図４－２ 人権を侵害された経験（性・年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人権を侵害された経験の有無について年齢別に見ると、いずれの年齢においても、「ない」との回答が

高く 60～69 歳（62.7％）、70 歳以上（62.2％）では６割を超えている。 

「ある」が最も高いのは、40～49 歳（25.4％）となっている。 
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全  体　　　

男性　　　　

女性　　　　

性別無回答　

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上　

年齢無回答　

件数

21 .2 5 8 .5 1 9 .0 2 2 9 3

2 0 .4 5 9 .9 1 8 .7  9 3 8

2 1 .9 5 7 .2 1 9 .6 1 2 6 0

2 0 .0 6 1 .1 1 4 .7   9 5

2 3 .2 4 8 .9 2 7 .9  1 9 0

2 2 .2 5 6 .4 2 1 .1  2 7 5

2 5 .4 5 4 .3 2 0 .4  2 8 0

2 2 .7 5 8 .9 1 7 .8  4 5 0

1 9 .5 6 2 .7 1 6 .9  4 3 7

1 8 .3 6 1 .2 1 7 .4  5 6 9

2 0 .7 5 8 .7 1 6 .3 4 .3   9 2

0.9 

3.2 

0.7 

0.4 

1.1 

1.3 

1.3 

4.2 
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図４－３ 人権を侵害された経験（職業別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 人権を侵害された経験の有無について職業別に見ると、「ある」が、医療等の関係者で 35.0％と３割を

超えているのに対し、企業等の勤め人では 16.3％と２割に満たない。 

 「ない」との回答は、主婦（夫）（63.4％）、学校の教職員（62.7％）、他の専門職・自由業（60.6％）

で６割を超えている。 

あ
る
　
　
　

な
い
　
　
　

わ
か
ら
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い

無
回
答
　
　　　　　　　　　　

全  体　　　　　　

農林業者　　　　　

漁業者　　　　　　

経営者、自営業者　

企業等の勤め人　　

学校の教職員　　　

医療等の関係者　　

その他の公務員　　

他の専門職・自由業

臨時職、パート　　

主婦（夫）　　　　

学生　　　　　　　

その他　　　　　　

職業無回答　　　　

件数

21.2 5 8 .5 1 9 .0 2 2 9 3

2 1 .8 5 7 .7 1 6 .0 4 .5  1 5 6

2 0 .8 5 4 .2 2 0 .8   2 4

2 4 .1 5 9 .4 1 5 .0  1 3 3

1 6 .3 5 8 .3 2 4 .9  4 1 0

2 0 .3 6 2 .7 1 6 .9   5 9

3 5 .0 4 9 .6 1 5 .4  1 1 7

2 4 .1 5 5 .2 2 0 .7   5 8

2 1 .2 6 0 .6 1 8 .2   3 3

2 4 .0 5 2 .0 2 3 .1  2 2 1

2 1 .7 6 3 .4 1 3 .9  3 7 4

2 1 .2 5 1 .5 2 7 .3   3 3

1 9 .6 5 9 .5 1 9 .6  5 7 1

2 0 .2 6 1 .5 1 3 .5 4 .8  1 0 4

0.5 

1.5 

0.9 

1.1 

1.2 

1.3 

4.2 
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（８）人権を侵害されたと思った内容 

【問４で「１ある」を選んだ人のみ回答】 

 
 
 
図４－２－１ 人権を侵害されたと思った内容（広域生活圏別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1） あなたが侵害されたと思った内容はどのようなものでしたか。（✓はいくつでも） 

全体      （N=486） 
岩国地域    （N=56） 
柳井地域    （N=64） 
周南地域    （N=38） 
山口・防府地域 （N=72） 
宇部・小野田地域（N=47） 
下関地域    （N=54） 
長門地域    （N=54） 
萩地域     （N=55） 

全  体　　　　　

岩国地域　　　　

柳井地域　　　　

周南地域　　　　

山口・防府地域　

宇部・小野田地域

下関地域　　　　

長門地域　　　　

萩地域　　　　　

地域無回答　　　

名誉き損、侮辱　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

0 2 0 4 0 6 0

3 7.9

3 0.4

4 0.6

3 6.8

3 6.1

4 2.6

3 7.0

3 3.3

3 8.2

4 7.8

地域や職場などでの仲間
はずれ（他人からの悪口
、かげ口など）　　　　

0 2 0 4 0 6 0

3 0.2

4 1.1

3 7.5

2 1.1

2 9.2

2 5.5

3 1.5

2 0.4

3 4.5

2 6.1

公的機関や企業、団体に
よる不当な扱い　　　　
　　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0

2 5.9

2 8.6

2 1.9

3 6.8

2 6.4

2 3.4

2 9.6

2 4.1

2 3.6

2 1.7

差別待遇（人種・信条・
性別・社会的身分などに
よる不当な扱い）　　　

0 2 0 4 0 6 0

2 0.8

1 4.3

2 3.4

1 5.8

2 3.6

2 3.4

1 6.7

1 6.7

2 7.3

2 3.9

全  体　　　　　

岩国地域　　　　

柳井地域　　　　

周南地域　　　　

山口・防府地域　

宇部・小野田地域

下関地域　　　　

長門地域　　　　

萩地域　　　　　

地域無回答　　　

プライバシーの侵害　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

0 2 0 4 0 6 0

1 9.1

1 9.6

2 0.3

7.9

2 0.8

2 1.3

1 4.8

1 8.5

2 7.3

1 7.4

暴力・虐待（家庭内を含
む）、脅迫、強要　　　
　　　　　　　　　　　

0 2 0 4 0 6 0

1 6.9

1 9.6

1 2.5

2 8.9

1 6.7

1 9.1

2 0.4

1 8.5

1 0.9

8.7

悪臭、騒音等の公害　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0

1 5.0

2 8.6

1 0.9

5.3

1 8.1

1 4.9

2 0.4

1 4.8

1 0.9

6.5

警察官による不当な扱い
（犯罪や不法行為のぬれ
ぎぬなど）　　　　　　

0 2 0 4 0 6 0

9.9

1 0.7

9.4

7.9

1 1.1

8.5

1 1.1

9.3

9.1

1 0.9

全  体　　　　　

岩国地域　　　　

柳井地域　　　　

周南地域　　　　

山口・防府地域　

宇部・小野田地域

下関地域　　　　

長門地域　　　　

萩地域　　　　　

地域無回答　　　

セクシュアル・ハラスメ
ントやストーカー行為　
　　　　　　　　　　　

0 2 0 4 0 6 0

8.8

7.1

1 0.9

1 0.5

1 1.1

4.3

1 1.1

9.3

7.3

6.5

社会福祉施設での不当な
扱い　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

0 2 0 4 0 6 0

4.3

5.4

3.1

2.6

2.8

8.5

3.7

3.7

3.6

6.5

インターネットによる人
権侵害　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0

2.3

7.1

1.6

2.6

2.8

3.7

1.9

その他　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

0 2 0 4 0 6 0

9.5

1 4.3

7.8

1 8.4

1 1.1

4.3

7.4

9.3

5.5

8.7

全  体　　　　　

岩国地域　　　　

柳井地域　　　　

周南地域　　　　

山口・防府地域　

宇部・小野田地域

下関地域　　　　

長門地域　　　　

萩地域　　　　　

地域無回答　　　

なんとなく　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

0 2 0 4 0 6 0

2.7

1.6

2.8

6.4

5.6

1.9

1.8

4.3

答えたくない　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

0 2 0 4 0 6 0

2.3

1.8

1.6

1.4

2.1

3.7

1.9

8.7

名誉き損、侮辱       地域や職場などでの仲間 
はずれ（他人からの悪口、
かげ口など）         

公的機関や企業、団体に 
よる不当な扱い      

差別待遇（人種・信条・ 
性別・社会的身分などに 
よる不当な扱い） 

プライバシーの侵害   暴力・虐待（家庭内を含む）、
脅迫、強要   

悪臭、騒音等の公害    警察官による不当な扱 
い（犯罪や不法行為の 
ぬれぎぬなど）         

セクシュアル・ハラスメ 
ントやストーカー行為      

社会福祉施設での不当な 
扱い           

インターネットによる人 
権侵害       

その他  

なんとなく 答えたくない 

全体       （N=486） 
岩国地域     （N=56） 
柳井地域     （N=64） 
周南地域     （N=38） 
山口・防府地域  （N=72） 
宇部・小野田地域 （N=47） 
下関地域     （N=54） 
長門地域     （N=54） 
萩地域      （N=55） 
地域無回答    （N=46） 
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 人権侵害の内容では、「名誉き損、侮辱」が 37.9％と最も高く、次いで「地域や職場などでの仲間はず

れ（他人からの悪口、かげ口など）」（30.2％）、「公的機関や企業、団体による不当な扱い」（25.9％）と

なっている。 

また、広域生活圏別に見ると、いずれの広域生活圏においても、「名誉き損、侮辱」が３割を超えてお

り、宇部・小野田地域（42.6％）、柳井地域（40.6％）では４割を超えている。「地域や職場などでの仲

間はずれ（他人からの悪口、かげ口など）」では岩国地域 （41.1％）、「公的機関や企業、団体による不

当な扱い」では周南地域（36.8％）、「差別待遇（人種・信条・差別・社会的身分などによる不当な扱い）」

では萩地域（27.3％）、「プライバシーの侵害」では萩地域（27.3％）、「暴力・虐待（家庭内を含む）、脅

迫、強要」では周南地域（28.9％）、「悪臭、騒音等の公害」では岩国地域（28.6％）が他の広域生活圏

に比べ高くなっている。 

 
 

図４－２－２ 人権を侵害されたと思った内容（性・年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全  体　　　

男性　　　　

女性　　　　

性別無回答　

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上　

年齢無回答　

名誉き損、侮辱　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0

3 7.9

4 3.5

3 4.4

3 1.6

2 7.3

4 4.3

4 2.3

3 7.3

3 5.3

3 9.4

3 1.6

地域や職場などでの仲
間はずれ（他人からの
悪口、かげ口など）　

0 20 4 0 6 0

3 0.2

2 4.1

3 5.1

2 1.1

2 9.5

3 7.7

2 3.9

3 4.3

2 9.4

2 8.8

2 1.1

公的機関や企業、団体
による不当な扱い　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0

2 5.9

2 8.8

2 3.6

3 1.6

2 9.5

2 6.2

2 6.8

2 8.4

2 7.1

1 9.2

3 1.6

差別待遇（人種・信条
・性別・社会的身分な
どによる不当な扱い）

0 20 4 0 6 0

2 0.8

1 6.2

2 3.9

2 1.1

3 1.8

1 6.4

2 1.1

2 6.5

2 3.5

1 0.6

2 1.1

全  体　　　

男性　　　　

女性　　　　

性別無回答　

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上　

年齢無回答　

プライバシーの侵害　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0

1 9.1

1 7.3

2 0.3

2 1.1

1 8.2

2 1.3

2 9.6

1 9.6

1 4.1

1 4.4

2 1.1

暴力・虐待（家庭内を
含む）、脅迫、強要　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0

1 6.9

1 3.6

1 8.8

2 1.1

2 9.5

1 9.7

1 9.7

1 8.6

1 2.9

8.7

2 1.1

悪臭、騒音等の公害　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0

1 5.0

1 2.6

1 7.4

5.3

1 3.6

1 6.4

1 2.7

1 3.7

2 1.2

1 4.4

5.3

警察官による不当な扱
い（犯罪や不法行為の
ぬれぎぬなど）　　　

0 20 4 0 6 0

9.9

1 4.1

7.2

5.3

9.1

9.8

5.6

1 2.7

9.4

1 1.5

5.3

全  体　　　

男性　　　　

女性　　　　

性別無回答　

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上　

年齢無回答　

セクシュアル・ハラス
メントやストーカー行
為　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0

8.8

1.0

1 4.5

5.3

2 0.5

9.8

1 1.3

9.8

5.9

3.8

5.3

社会福祉施設での不当
な扱い　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0

4.3

5.2

4.0

2.3

3.3

4.2

2.9

4.7

7.7

インターネットによる
人権侵害　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0

2.3

4.2

1.1

9.1

4.2

2.9

1.2

その他　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0

9.5

1 5.2

5.8

5.3

1 3.6

9.8

9.9

6.9

1 1.8

8.7

5.3

名誉き損、侮辱       地域や職場などでの仲間 
はずれ（他人からの悪口、
かげ口など）         

公的機関や企業、団体に 
よる不当な扱い      
  

差別待遇（人種・信条・ 
性別・社会的身分などに 
よる不当な扱い） 

プライバシーの侵害   暴力・虐待（家庭内を含む）、
脅迫、強要   

悪臭、騒音等の公害    警察官による不当な扱 
い（犯罪や不法行為の 
ぬれぎぬなど）         

セクシュアル・ハラスメ 
ントやストーカー行為      

社会福祉施設での不当な 
扱い           

インターネットによる人 
権侵害       

その他  
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 人権を侵害されたと思った内容について年齢別に見ると、「名誉き損、侮辱」では、30～39 歳（44.3％）、

40～49 歳（42.3％）が４割を超えているのに対し、20～29 歳では 27.3％と３割に満たない 

 「地域や職場などでの仲間はずれ（他人からの悪口、かげ口など）」では 30～39 歳（37.7％）、「差別

待遇（人種・信条・差別・社会的身分などによる不当な扱い）」では 20～29 歳（31.8％）、「プライバシ

ーの侵害」では 40～49 歳（29.6％）、「暴力・虐待（家庭内を含む）、脅迫、強要」では 20～29 歳（29.5％） 、

「悪臭、騒音などの公害」では 60～69 歳（21.2％）、セクシャル・ハラスメントやストーカー行為」で

は 20～29 歳（20.5％）が他の年齢に比べ高くなっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全  体　　　

男性　　　　

女性　　　　

性別無回答　

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上　

年齢無回答　

なんとなく　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0

2.7

4.2

1.8

2.3

4.2

1.0

4.7

3.8

答えたくない　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0

2.3

2.1

2.2

5.3

2.9

1.2

5.8

5.3

なんとなく 答えたくない 

全体        （N=486）
男性      （N=191）
女性       （N=276）
性別無回答     （N=19）
20～29 歳     （N=44）
30～39 歳      （N=61）
40～49 歳     （N=71）
50～59 歳    （N=102）
60～69 歳     （N=85）
70 歳以上    （N=104）
年齢無回答    （N=19）
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図４－２－３ 人権を侵害されたと思った内容（職業別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全  体　　　　　　

農林業者　　　　　

漁業者　　　　　　

経営者、自営業者　

企業等の勤め人　　

学校の教職員　　　

医療等の関係者　　

その他の公務員　　

他の専門職・自由業

臨時職、パート　　

主婦（夫）　　　　

学生　　　　　　　

その他　　　　　　

職業無回答　　　　

名誉き損、侮辱　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0

3 7.9

4 4.1

4 0.0

5 3.1

3 2.8

5 8.3

4 6.3

5 0.0

2 8.6

2 8.3

2 7.2

4 2.9

4 1.1

3 3.3

地域や職場などでの仲
間はずれ（他人からの
悪口、かげ口など）　

0 20 4 0 6 0

3 0.2

1 7.6

4 0.0

1 8.8

3 1.3

3 3.3

3 9.0

2 8.6

5 7.1

2 4.5

3 8.3

1 4.3

3 1.3

1 9.0

公的機関や企業、団体
による不当な扱い　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0

2 5.9

2 0.6

2 0.0

1 8.8

2 9.9

1 6.7

2 6.8

2 8.6

4 2.9

3 2.1

1 8.5

1 4.3

2 9.5

2 8.6

差別待遇（人種・信条
・性別・社会的身分な
どによる不当な扱い）

0 20 4 0 6 0

2 0.8

1 7.6

2 5.0

1 0.4

5 0.0

2 6.8

7.1

5 7.1

3 4.0

2 1.0

1 4.3

1 6.1

1 9.0

全  体　　　　　　

農林業者　　　　　

漁業者　　　　　　

経営者、自営業者　

企業等の勤め人　　

学校の教職員　　　

医療等の関係者　　

その他の公務員　　

他の専門職・自由業

臨時職、パート　　

主婦（夫）　　　　

学生　　　　　　　

その他　　　　　　

職業無回答　　　　

プライバシーの侵害　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0

1 9.1

1 1.8

2 8.1

2 0.9

4 1.7

3 6.6

1 4.3

1 4.3

1 1.3

1 9.8

1 5.2

1 9.0

暴力・虐待（家庭内を
含む）、脅迫、強要　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0

1 6.9

2.9

2 1.9

2 0.9

3 3.3

2 2.0

2 1.4

1 4.3

1 7.0

2 1.0

1 4.3

9.8

2 3.8

悪臭、騒音等の公害　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0

1 5.0

5.9

2 0.0

1 8.8

1 6.4

1 6.7

1 2.2

7.1

1 4.3

1 7.0

1 2.3

1 4.3

2 0.5

4.8

警察官による不当な扱
い（犯罪や不法行為の
ぬれぎぬなど）　　　

0 20 4 0 6 0

9.9

8.8

3.1

6.0

1 6.7

1 4.6

2 8.6

1 4.3

9.4

4.9

1 5.2

4.8

全  体　　　　　　

農林業者　　　　　

漁業者　　　　　　

経営者、自営業者　

企業等の勤め人　　

学校の教職員　　　

医療等の関係者　　

その他の公務員　　

他の専門職・自由業

臨時職、パート　　

主婦（夫）　　　　

学生　　　　　　　

その他　　　　　　

職業無回答　　　　

セクシュアル・ハラス
メントやストーカー行
為　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0

8.8

1 1.8

9.4

1 0.4

3 3.3

7.3

1 4.3

1 3.2

7.4

5.4

4.8

社会福祉施設での不当
な扱い　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0

4.3

8.8

4 0.0

4.5

4.9

3.8

3.7

5.4

インターネットによる
人権侵害　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0

2.3

2.9

3.1

7.5

2.4

2.7

その他　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0

9.5

6.3

1 0.4

8.3

1 2.2

7.1

4 2.9

7.5

4.9

1 4.3

1 5.2

4.8

名誉き損、侮辱       地域や職場などでの仲間 
はずれ（他人からの悪口、
かげ口など）         

公的機関や企業、団体に 
よる不当な扱い      
  

差別待遇（人種・信条・ 
性別・社会的身分などに 
よる不当な扱い） 

プライバシーの侵害   暴力・虐待（家庭内を含む）、
脅迫、強要   

悪臭、騒音等の公害    警察官による不当な扱 
い（犯罪や不法行為の 
ぬれぎぬなど）         

セクシュアル・ハラスメ 
ントやストーカー行為      

社会福祉施設での不当な 
扱い           

インターネットによる人 
権侵害       

その他  
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人権を侵害されたと思った内容について職業別に見ると、「名誉き損、侮辱」では学校の教職員（58.3％）、

経営者、自営業者（53.1％）、その他の公務員（50.0％）、「地域や職場などでの仲間はずれ（他人からの

悪口、かげ口など）」では他の専門職・自由業（57.1％）、「差別待遇（人種・信条・差別・社会的身分な

どによる不当な扱い）」では他の専門職・自由業（57.1％）、学校の教職員（50.0％）で５割を超えてい

る。 

また、「公的機関や企業、団体による不当な扱い」では他の専門職・自由業（42.9％）、「プライバシー

の侵害」では学校の教職員（41.7％）、医療等の関係者（36.6％）、「警察官による不当な扱い（犯罪や不

法行為のぬれぎぬなど）」ではその他の公務員（28.6％）、「セクシャル・ハラスメントやストーカー行為」

では学校の教職員（33.3％）、「社会福祉施設での不当な扱い」では漁業者（40.0％）が他の職業に比べ

高くなっている。 

全  体　　　　　　

農林業者　　　　　

漁業者　　　　　　

経営者、自営業者　

企業等の勤め人　　

学校の教職員　　　

医療等の関係者　　

その他の公務員　　

他の専門職・自由業

臨時職、パート　　

主婦（夫）　　　　

学生　　　　　　　

その他　　　　　　

職業無回答　　　　

なんとなく　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0

2.7

2.9

7.5

1.9

2.5

3.6

答えたくない　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0

2.3

5.9

3.1

3.8

2.5

2.7

4.8

全体        （N=486）
農林業者     （N=34）
漁業者       （N=5）
経営者・自営業者 （N=32）
企業等の勤め人  （N=67）
学校の教職員   （N=12）
医療等の関係者  （N=41）
その他の公務員  （N=14）
他の専門職 

・自由業  （N=7）
臨時職、パート  （N=53）
主婦（夫）    （N=81）
学生        （N=7）
その他      （N=112）
職業無回答     （N=21）

なんとなく 答えたくない 
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（９）人権を侵害された際の対処法 

【問４で「１ある」を選んだ人のみ回答】 

 
 
 
図４－３－１ 人権を侵害された際の対処法（広域生活圏別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

人権を侵害された際の対処としては、「黙って我慢した」が 60.7％と最も高く、次いで「相手に抗議し

た」（27.0％）、「親しい友だち、職場の同僚や上司に相談した」（24.3％）の順となっているが、公的機

関である「県や市町村の担当部署に相談した」（7.2％）、「警察へ相談した」（5.6％）、「法務局や人権擁

護委員に相談した」（3.5％）などは１割に満たない。 

また、広域生活圏別に見ると、いずれの広域生活圏においても、「黙って我慢した」との回答が５割を

（2） そのとき、あなたはどうされましたか。（✓はいくつでも） 

全  体　　　　　

岩国地域　　　　

柳井地域　　　　

周南地域　　　　

山口・防府地域　

宇部・小野田地域

下関地域　　　　

長門地域　　　　

萩地域　　　　　

地域無回答　　　

黙って我慢した　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0

6 0.7

6 7.9

6 5.6

6 0.5

5 0.0

6 8.1

5 0.0

5 5.6

7 0.9

6 0.9

相手に抗議した　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0

2 7.0

1 7.9

2 9.7

3 9.5

3 8.9

1 7.0

2 0.4

3 1.5

1 8.2

2 8.3

親しい友だち、職場の
同僚や上司に相談した
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0

2 4.3

2 5.0

2 5.0

1 8.4

2 6.4

3 4.0

2 5.9

2 7.8

1 4.5

1 9.6

親、きょうだい、子ど
もや親戚に相談した　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0

1 9.3

1 6.1

2 3.4

1 8.4

2 2.2

2 1.3

2 7.8

1 4.8

1 0.9

1 7.4

全  体　　　　　

岩国地域　　　　

柳井地域　　　　

周南地域　　　　

山口・防府地域　

宇部・小野田地域

下関地域　　　　

長門地域　　　　

萩地域　　　　　

地域無回答　　　

県や市町村の担当部署
に相談した　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0

7.2

1 2.5

7.8

7.9

5.6

4.3

7.4

5.6

3.6

1 0.9

警察へ相談した　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0

5.6

1.8

9.4

7.9

4.2

4.3

1 1.1

5.6

3.6

2.2

弁護士に相談した　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0

3.9

1.8

6.3

1 0.5

2.8

6.4

1.9

1.9

1.8

4.3

自治会の役員や民生委
員へ相談した　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0

3.5

5.4

1.6

4.2

2.1

3.7

3.7

3.6

6.5

全  体　　　　　

岩国地域　　　　

柳井地域　　　　

周南地域　　　　

山口・防府地域　

宇部・小野田地域

下関地域　　　　

長門地域　　　　

萩地域　　　　　

地域無回答　　　

法務局や人権擁護委員
に相談した　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0

3.5

3.6

1.6

7.9

6.9

1.9

7.3

2.2

民間団体などに相談し
た　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0

2.3

5.4

7.9

4.2

3.6

新聞などの報道機関等
に相談した　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0

0.8

2.6

3.7

2.2

その他　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0

5.6

7.1

6.3

1 0.5

5.6

9.3

5.6

6.5

黙って我慢した 相手に抗議した         親しい友だち、職場の同
僚や上司に相談した   

親、きょうだい、子ども
や親戚に相談した   

県や市町村の担当部署に
相談した   

警察へ相談した       弁護士に相談した 自治会の役員や民生委員
へ相談した          

法務局や人権擁護委員に
相談した         

民間団体などに相談した  新聞などの報道機関等に
相談した         

その他   

全体      （N=486）
岩国地域    （N=56）
柳井地域    （N=64）
周南地域    （N=38）
山口・防府地域 （N=72）
宇部・小野田地域（N=47）
下関地域    （N=54）
長門地域    （N=54）
萩地域     （N=55）
地域無回答   （N=46）
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超え、最も高く、萩地域では 70.9％と７割を超えている。 

「相手に抗議した」では周南地域（39.5％）、山口・防府地域（38.9％）、「親しい友だち、職場の同僚

や上司に相談した」では宇部・小野田地域（34.0％）が３割を超え、他の広域生活圏に比べ高くなって

いる。 

また、「県や市町村の担当部署に相談した」では岩国地域（12.5％）、「警察へ相談した」では下関地域

（11.1％）、「弁護士に相談した」では周南地域（10.5％）で１割を超えている。 

 

 

図４－３－２  人権を侵害された際の対処法（性・年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人権を侵害された際の対処法について年齢別に見ると、いずれの年齢においても、「黙って我慢した」

との回答が最も高くなっている。 

「相手に抗議した」では、40～49 歳（31.0％）、60～69 歳（30.6％）、「親しい友だち、職場の同僚や上

全  体　　　

男性　　　　

女性　　　　

性別無回答　

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上　

年齢無回答　

黙って我慢した　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0

6 0.7

5 8.6

6 1.2

7 3.7

6 3.6

6 7.2

5 7.7

6 0.8

6 1.2

5 4.8

7 3.7

相手に抗議した　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0

2 7.0

3 3.5

2 3.9

5.3

2 0.5

2 1.3

3 1.0

2 9.4

3 0.6

2 8.8

5.3

親しい友だち、職場の
同僚や上司に相談した
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0

2 4.3

1 4.7

3 0.8

2 6.3

3 6.4

3 2.8

2 9.6

2 2.5

1 7.6

1 7.3

2 6.3

親、きょうだい、子ど
もや親戚に相談した　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0

1 9.3

1 2.0

2 3.9

2 6.3

2 2.7

2 9.5

2 2.5

1 7.6

1 0.6

1 7.3

2 6.3

全  体　　　

男性　　　　

女性　　　　

性別無回答　

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上　

年齢無回答　

県や市町村の担当部署
に相談した　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0

7.2

7.9

7.2

2.3

6.6

2.8

7.8

9.4

1 1.5

警察へ相談した　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0

5.6

4.2

6.2

1 0.5

2.3

4.9

8.5

4.9

4.7

5.8

1 0.5

弁護士に相談した　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0

3.9

5.2

2.9

5.3

3.3

2.8

4.9

4.7

4.8

5.3

自治会の役員や民生委
員へ相談した　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0

3.5

3.1

3.6

5.3

3.3

2.8

2.9

5.9

3.8

5.3

全  体　　　

男性　　　　

女性　　　　

性別無回答　

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上　

年齢無回答　

法務局や人権擁護委員
に相談した　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0

3.5

3.7

3.6

1.6

3.9

5.9

6.7

民間団体などに相談し
た　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0

2.3

2.1

2.5

2.3

1.6

4.2

2.0

2.4

1.9

新聞などの報道機関等
に相談した　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0

0.8

1.0

0.7

1.0

2.9

その他　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

0 20 4 0 6 0 8 0

5.6

6.3

5.1

5.3

6.8

4.9

2.8

3.9

4.7

9.6

5.3

黙って我慢した 相手に抗議した         親しい友だち、職場の同
僚や上司に相談した   

親、きょうだい、子ども
や親戚に相談した   

県や市町村の担当部署に
相談した   

警察へ相談した       弁護士に相談した 自治会の役員や民生委員
へ相談した          

法務局や人権擁護委員に
相談した         

民間団体などに相談した  新聞などの報道機関等に
相談した         

その他   

全体        （N=486）
男性      （N=191）
女性       （N=276）
性別無回答     （N=19）
20～29 歳     （N=44）
30～39 歳      （N=61）
40～49 歳     （N=71）
50～59 歳    （N=102）


